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犯罪などの被害にあうと、

心身や生活上の影響など

さまざまな問題を抱え、

いつもどおりの生活を送ることが

難しくなってしまうことがあります。

“自分や家族だけで抱えないで、ご相談ください”

東京都の取組
● �東京都は、犯罪被害にあわれた方とそのご家族・ご遺族への

支援の取組を、社会全体でより一層進めていくため、「東京都
犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

● �犯罪等により受けた被害を回復又は軽減し、安心して暮らす
ことができるよう、東京都、区市町村、民間団体等と連携し、
さまざまな支援を実施しています。

　　東京都犯罪被害者等支援条例はこちら ▶
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